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尾張旭市議会議長殿

一般質問(代表(匝区)通告書

尾張旭市議会会議規則第50条第1項の規定により 12月定例会において

別紙のとおり質問したいので通知します。

なお、質問事項の件数及び質問方法は、下記のとおりです。
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別紙                    氏 名 片渕 卓三

質 問 事 項

№  １  

市職員に対してのカスタマーハラスメント対策について

要

旨

カスハラとは「カスタマーハラスメント」を略した言葉であります。顧客

や取引先から受ける嫌がらせや、過度なクレームなど著しい迷惑行為のこと

を指します。

「カスハラ」の被害は民間企業だけでなく、自治体で働く公務員にも及ん

でおります。大声で恫喝をする。土下座を要求する。今、自治体でも問題と

なっている「カスハラ」の市役所内での現状と防止対策についてお伺いいた

します。

（１）市職員に対する「カスハラ」の現状について

  ア 「カスハラ」に対する、市としての認識について

イ 「カスハラ」被害の実態調査について

ウ 「カスハラ」被害を受けている市職員の相談体制について

（２）「カスハラ」と見られる行為があった場合の対応について

  ア 本市の「カスハラ」対策について

イ 「カスハラ」を受けた市職員へのメンタルヘルスケア等の対応に

ついて

（３）「尾張旭市職員カスタマーハラスメント対策マニュアルと対策基本方

針」策定について

（４）クレーム対応力を高めるための、職員を対象にした研修会について

※ 申し合わせ事項に留意する。



2

別紙                    氏 名 片渕 卓三

質 問 事 項

№  ２  

「闇バイト等」から市民を守る対策について

要

旨

「闇バイト」は日本の治安を脅かす重大な事案であります。新たな被害

者、加害者を生まないために政府や警察は対策に万全を期す必要があります

が、自治体においても即対策が必要と感じての質問であります。

（１）「闇バイト」募集の特徴について

（２）「闇バイト」に応募してしまった人の対応について

（３）強盗被害に遭わないための対応について

（４）防犯ボランティアによるパトロール強化について

（５）中学校での「闇バイト」防止講習会開催について

※ 申し合わせ事項に留意する。


